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島根県立大学人間文化学部履修規程 

平成 30年４月１日 

島根県立大学規程第 154号 

（目的） 

第１条 この規程は、島根県立大学学則（以下「学則」という。）第２９条第２項の規定に

基づき、授業科目の履修方法等に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（履修登録） 

第２条 学生は、毎学期の始めの指定の期日までに、その学期に履修しようとする授業科

目の登録（以下「履修登録」という。）を行わなければならない。 

２ 履修登録は、原則として学内情報ネットワークシステムにより行うものとする。 

３ 第１項に規定する期間を経過した後に、履修を変更しようとする者は、当該講義開始

後別に定めるところにより、変更手続きを行なわなければならない。 

４ 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があると認められる場合には、学長の承

認を得て登録授業科目を変更することができる。 

５ 学生は，他の学部の授業科目を履修しようとするときは，当該学部の定めるところに

より履修するものとする。 

６ 他の学部の学生は，授業科目を履修しようとするときは，第 1 項に規定する手続を行

わなければならない。 

７ 他の学部の学生の履修登録は、学務課において行う。 

（履修の制限） 

第３条 履修登録を行うにあたっては、一の学年における登録授業科目の学外実習科目及

び集中講義を除くその単位数の合計が原則として４６単位を超えてはならない。ただし、

３年次編入学生が１、２年次の配当科目を履修する場合及び所属学科が別に定める条件

を満たす場合は、この限りではない。 

２ 次の各号に掲げる授業科目は、履修することができない。 

⑴ 履修登録をしていない授業科目 

⑵ 既に単位を修得した授業科目 

⑶ 授業時間が重複する授業科目 

３ 学長は、次に掲げる場合には、履修登録に制限を設けることができる。 

⑴ 本学の教育目的及び教育課程編成の趣旨を実現するため、特定の学生に対して履修

科目を指定することが必要と認められるとき 

⑵ 特定の選択科目に履修希望者が集中するおそれのあるとき 

（保育教育学科の履修） 

第４条 体系的な履修を達成するため、学生は１年春学期に保育教育学科履修細則の説明

を受け、１年秋学期までに４年間の履修計画を提出しなければならない。履修計画は学

期ごとに見直すことができる。 

２ 学生は、学則第４１条に定める教育職員免許状を取得する場合は、幼稚園教諭一種免

許状あるいは小学校教諭一種免許状を基礎資格として、特別支援学校教諭一種免許状を

取得することができる。 

３ 学生は、第３条第１項の単位制限の限りにおいて、学則第４１条の２に掲げる資格を
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取得することができる。 

４ 第１項の履修細則は、別に定める。 

（地域文化学科の履修） 

第５条 体系的な履修を達成するため、地域文化学科に２つの履修コースを設ける。各コ

ースにおける人材育成に関する目的その他の教育上の目的は次のとおりとする。 

⑴ 日本文化コース 

   日本のことばと文学、歴史と文化を中心とした専門科目の学びにより、確かな言語力 

と豊かな感性を身につけ、日本や山陰地方の歴史や文化に対する理解を深め、地域社会 

において人とのつながりを尊重し文化に愛着を持ちながら幅広い分野で活躍できる人材 

を育成する。 

⑵ 国際文化コース 

英語と異文化を中心とした専門科目の学びにより、実践的で確かな英語力を身につけ、 

欧米やアジアなど海外諸地域の歴史や文化に対する理解を深め、地域社会においてグロ 

ーバル化に対応できる広い視野とコミュニケーション力を活かして活躍できる人材を育 

成する。 

２ 学生は、２年次にいずれかの履修コースを選択し、登録しなければならない。 

３ あわせて、以下の各号に定める免許状を取得する場合は、その履修登録を学務課 

に提出しなければならない。 

⑴ 日本文化コース 

中学校教諭一種免許状（国語）、高等学校一種免許状（国語） 

⑵ 国際文化コース 

    中学校教諭一種免許状（英語）、高等学校教諭一種免許状（英語） 

４ ２年次春学期までの成績が評価基準に達した者は、前項のほか第３条第１項の単位制

限の限りにおいて、第４１条の２に掲げる資格の履修登録を提出することができる。 

５ 前項の成績評価基準については、別に定める。 

（免許状等の履修要件） 

第６条 学則第４１条に掲げる免許状を取得しようとする者は、別表に定めるところによ

り、所要の授業科目を履修しなければならない。 

２ 学則第４１条の２に掲げる資格を取得しようとする者は、別表に定めるところにより、

所要の授業科目を履修しなければならない。 

（試験の時期等） 

第７条 学則第３０条に規定する試験（以下単に「試験」という。）の時期は、授業科目の

開講学期の学期末とする。ただし、授業科目の担当教員が必要と認めたときは、この限

りでない。 

２ 試験は、筆記試験、レポートその他の方法により行うものとする。 

（試験の受験資格） 

第８条 第２条の規定による履修登録を行っていない学生及び授業科目の出席時間数が全

時間数の３分の２に満たない学生は、試験を受けることができない。 

（成績の評価） 

第９条 学則第３１条に規定する秀、優、良、可及び不可の判定基準は次の各号に掲げる
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とおりとする。 

⑴ 秀９０点以上 

⑵ 優８０点以上 

⑶ 良７０点以上８０点未満 

⑷ 可６０点以上７０点未満 

⑸ 不可６０点未満 

２ 第１２条第１項ただし書きに規定する再試験に合格した者の成績は、原則として６０

点とする。 

３ 第２条第６項により授業科目を履修した他の学部の学生の成績評価は、当該学生が所

属する学部の学務課に送付する。 

（学修成果の評価） 

第１０条 履修登録した各授業科目の成績に対して、グレード・ポイント（以下「ＧＰ」と

いう。）を与え、これに基づき履修科目の成績の平均値（以下「ＧＰＡ」という。）を算

出する。 

２ ＧＰ及びＧＰＡの算出方法については、別に定める。 

（追試験） 

第１１条 疾病その他やむを得ない事由により試験を受けることができなかった者は、学

長の承認を得て追試験を受けることができる。 

２ 前項の規定により追試験を受けようとする者は、当該科目の試験終了後１週間以内に医

師の診断書等を添付した上で、追試験願（様式第２号）を学長に提出しなければならな

い。 

（再試験） 

第１２条 試験の結果、不可の評価を得た者に対する再試験は行わない。ただし、やむを

得ない事情により再試験の必要が認められる場合は、学長の承認を得て再試験を受ける

ことができる。 

２ 前項ただし書の規定により再試験を受けようとする者は、指定された期日までに再試

験願（様式第３号）を学長に提出しなければならない。 

（不正行為） 

第１３条 試験（第１１条に規定する追試験及び前条に規定する再試験を含む。）におい

て不正行為を行った者は、当該授業科目の履修が無効となるほか、学則第４９条の規定

及び島根県立大学における学生の懲戒に関する規程に基づき懲戒される。 

２ 卒業研究の作成において不正行為を行った者については、前項の規程を準用する。 

３ 試験監督の指示に違反した場合は、不正行為があったものとみなす。 

（再履修） 

第１４条 単位を修得できなかった授業科目については、再度履修（以下「再履修」とい

う。）をすることができる。 

２ 前項の規定により再履修をしようとするものは、第２条第１項の規定に基づく履修登

録を行わなければならない。 

３ 前項の履修登録を完了した科目について、学長は、授業への出席にかえて課題研究等

の自己学習を行うことを指示することができる。この場合において、学長の指示に従っ
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て自己学習を行ったものに対して、学長は、第８条の規定にかかわらず、当該再履修科

目にかかる試験の受験を認めることができる。 

４ 第１項の授業科目については、第３条第２項第３号の規定は適用しない。 

（その他） 

第１５条 この規程の施行に関し必要な事項は、教授会の議を経て学長が定める。 

 

附 則 

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、平成 30年４月１日以前に入

学した者については、第６条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

附 則 

この規程は、令和２年４月１日から施行する。ただし、平成 31年４月１日以前に入学

した者については、第６条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

附 則 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、令和４年４月１日から施行する。ただし、令和３年４月１日以前に入学

した者については、第６条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

附 則 

この規程は、令和５年４月１日から施行する。ただし、令和４年４月１日以前に入学

した者については、第６条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

附 則 

この規程は、令和６年４月１日から施行する。ただし、令和５年４月１日以前に入学

した者については、第６条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

附 則 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。ただし、令和６年４月１日以前に入学

した者については、第６条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

附 則 

この規程は、令和８年４月１日から施行する。ただし、令和７年４月１日以前に入学

した者については、第６条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
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別表（第６条関係） 

(1) 保育教育学科 

 

  

必
修

選
択

春
学
期

秋
学
期

春
学
期

秋
学
期

春
学
期

秋
学
期

春
学
期

秋
学
期

幼

稚

園

教

諭

一

種

免

許

状

小

学

校

教

諭

一

種

免

許

状

特

別

支

援

学

校

教

諭

一

種

免

許

状

司

書

教

諭

資

格

保

育

士

資

格

哲学 2 30 30

心理学 2 30 30

文学 2 30 30

読書と豊かな人間性 2 30 30 ◎

市民社会と図書館 2 30 30

社会学 2 30 30

生涯学習概論 2 30 30

日本国憲法 2 30 30 ◎ ◎ ◎

人間と自然 2 30 30

脳科学と心 2 30 30

栄養学 2 30 30

数理・データサイエンスへの誘い 2 30 30

健康スポーツ概論 1 15 15 ◎ ◎ ◎ ◎

健康スポーツⅠ 1 30 30 ◎ ◎ ◎ ◎

健康スポーツⅡ 1 30 30

健康スポーツⅢ 1 30 30

基礎中国語 1 30 30

中国語 1 30 30

基礎韓国語 1 30 30

韓国語 1 30 30

基礎インドネシア語 1 30 30 30

インドネシア語 1 30 30 30

基礎ドイツ語 1 30 30 30

ドイツ語 1 30 30 30

スタートアップセミナー 1 30 30

キャリアデザインⅠ 1 30 30

キャリアデザインⅡ 1 30 30

保育教育職現場体験活動Ⅰ 1 45 (45)

保育教育職現場体験活動Ⅱ 1 45

保育教育職ボランティアⅠ 1 45

保育教育職ボランティアⅡ 1 45

英語Ⅰ 1 30 30 ◎ ◎ ◎ ◎

英語Ⅱ 1 30 30 ◎ ◎ ◎ ◎

海外語学研修Ａ計画 1 30 (30) (30)

海外語学研修Ａ 2 30 (30) (30)

海外語学研修Ｂ 2 30

情報機器の操作Ⅰ 1 30 30 ◎ ◎ ◎

情報機器の操作Ⅱ 1 30 30 ◎ ◎ ◎

表現研究（児童文化）Ⅰ 2 60 30 30 ◎ △

表現研究（児童文化）Ⅱ 2 60 30 30 ◎ △

言葉研究（読み聞かせ実践） 2 60 60 ◎ △

保育教育文献講読 2 30 30

心理・教育統計調査法 2 30 30

教育・社会調査法演習 1 15 15

卒業研究基礎演習 2 30 (30)

卒業研究 4 120 (60) (60)

専
門
基
幹
科
目

(30)

情報リテラシー

課題の発見と探究

体育

4
単
位
以
上

外国語

学
科
基
礎
科
目

ライフデザイン

8
単
位
以
上

(45)

(45)

(45)

言語リテラシー

学
部
共
通
基
礎
科
目

教
養
科
目

人間と文化

2
単
位
以
上

1
0
単
位
以
上

6
単
位
以
上

人間と社会

2
単
位
以
上

人間と自然

2
単
位
以
上

資格・免許の要件
１年次 ２年次 ３年次 ４年次

科目区分 授業科目

単位数

授
業
時
間
数

授業を行う年次・学期と時間数

卒
業
単
位
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教職の意義 教職論 2 30 (30) ◎ ◎ ◎

教育の理念・
歴史・思想 教育原理 2 30 (30) ◎ ◎ ◎

発達心理学 2 30 30 ◎ ◎ ◎

教育心理学 2 30 30 ◎ ◎

障害児発達教育論 2 30 30 ◎

特別支援教育とインクルーシブ教育論 1 15 15 ◎ ◎

教育の社会的、制度的、経営的

事項 現代の社会と教育 2 30 30 ◎ ◎ ◎

教育課程の意義

及び編成方法 教育課程論 2 30 30 ◎ ◎ ◎

保育原理 2 30 30 ◎

子ども家庭福祉 2 30 30 ◎

社会福祉概論 2 30 30 ◎

社会的養護 社会的養護Ⅰ　 2 30 30 ◎

幼児と健康　　　　　 1 15 15 ◎ ◎

保育内容・健康の指導法 1 15 15 ◎ ◎

幼児と人間関係　　　　 1 15 15 ◎ ◎

保育内容・人間関係の指導法 1 15 15 ◎ ◎

幼児と環境　　　　　 1 15 15 ◎ ◎

保育内容・環境の指導法 1 15 15 ◎ ◎

幼児と言葉　　　　　 1 15 15 ◎ ◎

保育内容・言葉の指導法 1 15 15 ◎ ◎

幼児と造形表現Ⅰ　　 1 15 15 ◎ ◎

保育内容・造形表現の指導法Ⅰ 1 15 15 ◎ ◎

幼児と音楽表現Ⅰ　　 1 15 15 ◎ ◎

保育内容・音楽表現の指導法Ⅰ 1 15 15 ◎ ◎

保育内容総論Ⅰ　　 2 30 30 ◎ ◎

保育内容総論Ⅱ 1 15 15 ◎ ◎

保育の計画と評価　　 1 15 15 ◎ ◎

国語（書写を含む） 2 30 30 ◎

社会 2 30 (30) ◎

算数 2 30 30 ◎

理科 2 30 30 ◎

生活 2 30 30 ◎

音楽 1 30 30 ◎ ◎

図画工作 1 30 30 ◎ ◎

家庭 2 30 30 ◎

体育 1 30 30 ◎ ◎

小学英語　　　　　 1 15 15 ◎

初等国語科教育法（書写を含む） 2 30 30 ◎

初等社会科教育法 2 30 (30) ◎

初等算数科教育法 2 30 30 ◎

初等理科教育法 2 30 30 ◎

初等生活科教育法 2 30 30 ◎

初等音楽科教育法 2 30 30 ◎

初等図画工作科教育法 2 30 30 ◎

初等家庭科教育法 2 30 30 ◎

初等体育科教育法 2 30 30 ◎

初等外国語（英語）教育法 2 30 30 ◎

道徳の指導法 道徳の理論と指導法 2 30 30 ◎

総合的な学習の時間

の指導法 総合的な学習の時間の指導法　 1 15 15 ◎

特別活動の指導法 特別活動の指導法 1 15 15 ◎

ICT活用の理論と方法 1 15 15 ◎

教育方法論 2 30 (30) ◎ ◎

幼児理解の理論と方法　　 1 15 15 ◎ ◎

教育相談の基礎と方法 2 30 30 ◎ ◎ △

生徒・進路指導の理論と方法 2 30 30 ◎

音楽基礎Ⅰ（ピアノ） 1 30 30 ◎ △ ◎

音楽基礎Ⅱ（ピアノ） 1 30 30 ◎ △ ◎

ピアノ応用Ⅰ 1 30 30 ◎ △ ◎

ピアノ応用Ⅱ 1 30 30 ◎ △ △

専
門
基
幹
科
目

1
0
2
単
位
以
上

(

専
門
基
幹
科
目
9
2
単
位
以
上
を
含
む
）

領域及び保育内容の指導
法に関する科目

教科及び教科の指導法に
関する科目

道
徳
、

総
合
的
な

学
習
の
時

間
等
の
指

導
法

及
び
生

徒
指
導
、

教
育
相
談

等
に
関
す

る
科

目

「教育の方法及び技

術」及び「情報通信

技術を活用した教育

の理論及び方法」

生徒指導、教育相
談及び進路指導等

に関する科目

表現技術

教
育
の
基
礎
的
理
解
に

関
す
る
科
目

心身の発達及び

学習の過程

特別支援教育の
基礎理論

福
祉
と
養
護
の

基
礎
理
論

福祉の理論
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観察実習（小・特） 1 45 (45)

教育実習Ⅰ(幼稚園)指導 1 15 15 ◎

教育実習Ⅰ(幼稚園) 4 180 (90) (90) ◎

教育実習ⅡＡ（小学校）指導 1 15 15 ●

教育実習ⅡＡ（小学校） 4 180 (90) (90) ●

教育実習ⅡＢ（小学校）指導 1 15 15 ●

教育実習ⅡＢ（小学校） 4 180 (180) ●

教職実践演習 2 30 30 ◎ ◎ ◎

社会的養護Ⅱ　　 1 15 15 ◎

子ども家庭支援の心理学 2 30 30 ◎

子ども家庭支援論 2 30 30 ◎

子育て支援 1 15 15 ◎

子どもの保健 2 30 30 ◎

子どもの健康と安全 1 30 30 ◎

救命救急法・応急手当法 1 30 30 △ △ △

子どもの食と栄養 2 30 30 ◎

乳児保育Ⅰ　 2 30 30 ◎

乳児保育Ⅱ　 1 15 15 ◎

障害児保育 2 30 30 ◎

保育実習Ⅰ（保育所）指導 1 15 15 ◎

保育実習Ⅰ（保育所） 2 90 (90) ◎

保育実習Ⅰ（施設）指導 1 15 15 ◎

保育実習Ⅰ（施設） 2 90 (90) ◎

保育実習Ⅱ（保育所）指導 1 15 15 ●

保育実習Ⅱ（保育所） 2 90 (90) ●

保育実習Ⅲ（施設）指導 1 15 15 ●

保育実習Ⅲ（施設） 2 90 (90) ●

最新教育課題 1 15 15 △ △

学校教育と文化・社会 2 30 30 △ △ △

地方教育創生論 2 30

幼児と造形表現Ⅱ  1 15 15 △ △

保育内容・造形表現の指導法Ⅱ 1 15 15 △ △

幼児と音楽表現Ⅱ　 1 15 15 △ △

保育内容・音楽表現の指導法Ⅱ 1 15 15 △ △

初等国語科授業研究 2 30 30 △

初等算数科授業研究 2 30 30 △

初等理科授業研究 2 30 30 △

初等体育科授業研究 2 30 30 △

小学国語  2 30 30 △

小学算数 2 30 30 △

小学理科 2 30 30 △

小学音楽 1 30 30 △

小学図画工作 1 30 30 △

学校図書館論 2 30 30 ◎

学習指導と学校図書館 2 30 30 ◎

学校図書館メディアの構成 2 30 30 ◎

情報メディアの活用 2 30 30 ◎

知的障害児の心理 2 30 30 ◎

知的障害児の生理・病理 2 30 30 ◎

肢体不自由児の心理・生理・病理 2 30 (30) ◎

病弱児の心理・生理・病理 2 30 30 ◎

知的障害児指導論 2 30 30 ◎

肢体不自由児指導論 2 30 30 ◎

病弱児指導論 2 30 (30) ◎

知的障害児教育演習 2 30 30 ◎

重複・LD・ADHD等の心理・生理・病理 2 30 30 ◎

視覚障害児教育総論 2 30 30 ◎

聴覚障害児教育総論 2 30 (30) ◎

発達障害児教育総論 2 30 30 ◎

特別支援教育アセスメント 1 30 30

専
門
基
幹
科
目

専
門
発
展
科
目

特
別
支
援
教
育
に
関
す
る
科
目

保育実習

教育の基礎的理解
に関する科目

(30)

領域及び保育内容の指導
法に関する科目

教科及び教科の
指導法に関する科目

司書教諭に
関する科目

特別支援教育領
域に関する科目

免許状に定めら
れることになる
特別支援教育領
域以外の領域に

関する科目

教 育 実 践
に関する科目

福祉と養護の内容
に関する科目
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 (2) 地域文化学科 

 

  

特別支援学校教育実習A指導 1 15 15 ●

特別支援学校教育実習A 2 90 (90) ●

特別支援学校教育実習B指導 1 15 15 ●

特別支援学校教育実習B 2 90 (90) ●

心身に障害のあ
る幼児、児童又
は生徒について

の教育実習

備考欄

卒業要件を満たすためには、「卒業単位」の項に定める科目区分ごとの単位数を満たし、合計１２４単位以上を修得しなければならない。

(１) 幼稚園教諭一種免許状を得ようとする者は、教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）及び教育職員免許法施行規則（昭和２９年文部省令

第２６号）の規定に基づき、卒業要件を満たし、かつ、「資格・免許の要件」の項に掲げる「幼稚園教諭一種免許状」区分に定める◎印を付した

指定科目を履修し、すべての単位を修得しなければならない。

加えて△印を付した授業科目から２単位以上を修得しなければならない。

(２) 小学校教諭一種免許状を得ようとする者は、教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）及び教育職員免許法施行規則（昭和２９年文部省令

第２６号）の規定に基づき、卒業要件を満たし、かつ、「資格・免許の要件」の項に掲げる「小学校教諭一種免許状」区分に定める◎印を付した

指定科目を履修し、すべての単位を修得しなければならない。

また、●印を付した授業科目群から実習指導１単位とその実習に応じた実習単位４単位を含めて、５単位以上を修得しなければならない。

加えて、△印を付した授業科目から、併せて３単位以上を修得しなければならない。

(３) 特別支援学校教諭一種免許状を得ようとする者は、教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）及び教育職員免許法施行規則（昭和２９年

文部省令第２６号）の規定に基づき、卒業要件を満たし、かつ、「資格・免許の要件」の項に掲げる「特別支援学校教諭一種免許状」区分に定める

◎印を付した指定科目を履修し、すべての単位を修得しなければならない。●印を付した授業科目群から実習指導１単位とその実習に応じた

実習単位２単位を含めて、３単位以上を修得しなければならない。

(４) 司書教諭資格を取得できる者は、卒業要件を満たし、かつ小学校教諭一種免許状を取得する者とする。司書教諭資格を得ようとする者は、

教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）及び教育職員免許法施行規則（昭和２９年文部省令第２６号）の規定に基づき、卒業要件を満たし、

かつ、「資格・免許の要件」の項に掲げる「司書教諭資格」区分に定める◎印を付した指定科目を修得しなければならない。

(５) 保育士資格を得ようとする者は、児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生省令第１１号）の規定に基づき、卒業要件を満たし、かつ、

「資格・免許の要件」の項に掲げる「保育士資格」区分に定める◎印を付した指定科目を修得しなければならない。ただし、△印を付した

授業科目群から６単位以上を、●印を付した授業科目群から実習指導１単位とその実習指導に対応した実習２単位を含めて３単位以上を

修得しなければならない。

全
員

哲学 2 30 30

心理学 2 30 30

文学 2 30 30 ○ ○

読書と豊かな人間性 2 30 30 ◎ ◎ ◎

市民社会と図書館 2 30 30 ◎

社会学 2 30 30

生涯学習概論 2 30 30 ◎

日本国憲法 2 30 30 ◎ ◎ ◎ ◎

人間と自然 2 30 30

脳科学と心 2 30 30

栄養学 2 30 30

数理・データサイエンスへの誘い 2 30 30

健康スポーツ概論 1 15 15 ◎ ◎ ◎ ◎

健康スポーツⅠ 1 30 30

健康スポーツⅡ 1 30 30

健康スポーツⅢ 1 30 30

基礎中国語 1 30 30

中国語 1 30 30

基礎韓国語 1 30 30

韓国語 1 30 30

基礎インドネシア語 1 30 30

インドネシア語 1 30 30

基礎ドイツ語 1 30 30

ドイツ語 1 30 30

人
間
と
社
会

2
単
位
以
上

2
単
位
以
上

人
間
と
自
然

学
部
共
通
基
礎
科
目

教
養
科
目

人
間
と
文
化

2
単
位
以
上

8
単
位
以
上

2
単
位
以
上

1
単
位
以
上

1
単
位
以
上

1
単
位
以
上

1
単
位
以
上

1
単
位
以
上

外
国
語

2
単
位
以
上

2
単
位
以
上

8
単
位
以
上

資格の要件

高

校

（

国

語

）

教

諭

一

種

免

許

状

高

校

（

英

語

）

教

諭

一

種

免

許

状

科 目 区 分 授　業　科　目

単位数

授
業
時
間
数

必
修

選
択

自
由

2
単
位
以
上

2
単
位
以
上

体
　
育

1
単
位
以
上

1年次 2年次 3年次 4年次

春
学
期

秋
学
期

春
学
期

秋
学
期

授業を行う年次・学期と時間数
卒業単位

春
学
期

司

書

資

格

司

書

教

諭

資

格

学

校

司

書

資

格

日
本
文
化
コ
ー

ス

国
際
文
化
コ
ー

ス

秋
学
期

春
学
期

秋
学
期

中

学

（

国

語

）

教

諭

一

種

免

許

状

中

学

（

英

語

）

教

諭

一

種

免

許

状
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スタートアップセミナーⅠ 1 30 30

スタートアップセミナーⅡ 1 30 30 　　　　　　　　　　　　

キャリアデザインⅠ 1 30 30

キャリアデザインⅡ 1 30 30

就業体験　 1 30 (30)

学校現場体験活動Ⅰ 1 40 ○ ○ ○ ○

学校現場体験活動Ⅱ 1 40 ◎ ◎ ◎ ◎

総合英語Ａ（入門） 1 30 30

総合英語Ｂ（リスニング） 1 30 30

総合英語Ｃ（リーディング） 1 30 30

総合英語Ｄ（英会話） 1 30 30

実践英語Ａ（TOEIC対策） 1 30 30

実践英語Ｂ（TOEIC対策） 1 30 30

実践英語Ｃ（観光英検英語） 1 30 30

コンピュータ・リテラシーⅠ 1 30 30

コンピュータ・リテラシーⅡ 2 30 30 30 ◎ ◎ ◎ ◎

情報技術基礎論 2 30 30 ◎ ◎

情報検索 1 30 30 ◎ ◎

ICT活用の理論と方法 1 15 15 ◎ ◎ ◎ ◎

データサイエンス 2 30 30

統計基礎 2 30 30

テクノロジーと現代ビジネス 1 15 15

民俗学概論 2 30 30

日本文化論（風土と暮らし） 2 30 30

日本文化論（祭礼と芸能） 2 30 30

日本文化論（妖怪文化） 2 30 30

民俗文化調査演習 2 30

歴史学概論 2 30 30

日本の歴史（近世） 2 30 30

日本の歴史（近現代） 2 30 30

日本の歴史（文化史） 2 30 　 30

古文書を読む 2 30 30 　 ○ ○

茶道 1 30 30

華道 1 30 30

書道Ⅰ 1 30 30 ◎

書道Ⅱ 1 30 30 ◎

日本語概論 2 30 30 ◎ ◎

日本語学概論 2 30 30 ◎ ◎

対照文法 2 30 30 ▲ ▲

日本語文法論 2 30 30 ▲ ▲

日本語史 2 30 30 ▲ ▲

日本語学演習Ａ 2 30 　 30 30

日本語学演習Ｂ 2 30 　 30 30

日本文学概論Ａ 2 30 30 ◎ ◎

日本文学概論Ｂ 2 30 30 ◎ ◎

評論 2 30 30 ◎

児童文学 2 30 30 ○

近代文学 2 30 30 ◎

古典文学（中古） 2 30 30 ◎

古典文学（中世） 2 30 (30) ◎

古典文学演習Ａ 2 30 30 30

古典文学演習Ｂ 2 30 30 30

近代文学演習Ａ 2 30 30 30

近代文学演習Ｂ 2 30 30 30

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
専
門
基
幹
科
目

日
　
本
　
文
　
化

２

単

位

以

上

２

単

位

以

上

２

単

位

以

上

２

単

位

以

上

２

単

位

以

上

2

単

位

以

上

4
単
位
以
上
2

単

位

以

上

２

単

位

以

上

１
２
４
単
位
以
上
（

学
部
共
通
基
礎
科
目
か
ら
専
門
発
展
科
目
ま
で
）

(30)

4
単
位
以
上

日
本
語

6
単
位
以
上

4
4
単
位
以
上

2
0
単
位
以
上

日
本
の
社
会
と
歴
史

4
単
位
以
上

1
0
単
位
以
上

日
本
の
文
学

2

単

位

以

上

1
0
単
位
以
上

2
単
位

2
単
位

2
単
位

1
単
位
以
上

1
単
位
以
上

学
科
基
礎
科
目

ラ
イ
フ
デ
ザ
イ
ン

4
単
位
以
上

4
単
位
以
上

(40)

(40)

言
語
リ
テ
ラ
シ
ー

3
単
位
以
上

4
単
位
以
上

3
単
位
以
上

数
理
・
情
報
リ
テ
ラ
シ
ー

6
単
位
以
上

6
単
位
以
上

4
単
位
以
上

2
単
位
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文化人類学概論 2 30 30

異文化コミュニケーション論 2 30 30 ◎ ◎

国際関係概論Ⅰ 2 30 30

国際関係概論Ⅱ 2 30 30

アメリカ文化論 2 30 (30)

イギリス文化論 2 30 (30)

ヨーロッパ文化論（フランス） 2 30 30

ヨーロッパ文化論（ドイツ） 2 30 30

アジア文化論（東南アジア） 2 30 30

アジア文化論（東アジア） 2 30 30

国際文化演習（ヨーロッパ芸術文化） 2 30 30

アジア文化研修計画 1 30 (30) (30)

アジア文化研修 2 30 (30) (30)

海外文化研修Ａ 2 30

海外文化研修Ｂ 2 30

海外文化研修Ｃ 2 30

海外文化研修Ｄ 2 30

英語概論 2 30 30 ◎ ◎

英語音声学 2 30 30 ◎ ◎

英語学概論Ａ 2 30 30 ◎ ◎

英語学概論Ｂ 2 30 30 ◎ ◎

英文法 2 30 30 ◎ ◎

英語学演習Ａ 2 30 30

英語学演習Ｂ 2 30 30

英語コミュニケーション演習Ａ 2 30 30 ◎ ◎

英語コミュニケーション演習Ｂ 2 30 30 ◯ ◎

パラグラフ・ライティング 2 30 30 ◎ ◎

エッセイ・ライティング 2 30 30 ◎ ◎

英語プレゼンテーション演習 2 30 30 ◎ ◎

メディア英語 2 30 30 ○ ◎

アメリカ語学研修計画 1 30 (30) (30) ○ ○

アメリカ語学研修 2 30 (30) (30) ○ ○

海外研修 2 30

イギリス文学概論 2 30 30 ◎ ◎

アメリカ文学概論 2 30 30 ◎ ◎

イギリス文学 2 30 30 ○ ○

アメリカ文学 2 30 30 ○ ○

中国古典Ⅰ 2 30 30 ◎ ◎

中国古典Ⅱ 2 30 30 ○ ○

小泉八雲と山陰 2 30 30

神話と伝説 2 30 30 ○ ○

山陰地域の民俗文化 2 30 30

しまね文学探訪 2 30 30 ○ ○

しまね歴史探訪 2 30 30

英語と地域文化 2 30 30

地域とことば 2 30 30 ▲ ▲

多文化共生論 2 30 30

読み聞かせの実践 2 60 60 ○

Kids’English 2 30 30

地域の学びと探究的な学習 2 30 30 ◎

しまね図書館学 2 30 30 ◎

教育社会学 2 30 (30) ◎ ◎ ◎ ◎

総合的な学習(探究)の時間の指導法 1 15 (15) ◎ ◎ ◎ ◎

生徒・進路指導の理論と方法 2 30 (30) ◎ ◎ ◎ ◎

特別支援教育論 1 15 (15) ◎ ◎ ◎ ◎

地方教育創生論 2 30

観光と地域 2 30 30

観光文化概論 2 30 30

観光と交通の事業史 2 30 30

観光まちづくり論 2 30 30

しまねの観光と移住 2 30 30

地域コミュニティ論 2 30 30

観光創造演習 2 30 30

観光まちづくり演習 2 30 30

宍道湖・中海・大山圏域観光演習 2 30

専
門
基
幹
科
目

専
門
発
展
科
目

2
2
単
位
以
上

2
2
単
位
以
上

(30)

地
域
と
教
育

4
単
位
以
上

4
単
位
以
上

(30)

地
域
と
観
光

4
単
位
以
上

4
単
位
以
上

海
外
の
文
学

2

単

位

以

上

2

単

位

以

上 6
単
位
以
上

地
　
域
　
文
　
化

地
域
と
文
化

4
単
位
以
上

4
単
位
以
上

国
　
際
　
文
　
化

海
外
の
社
会
と
歴
史

4
単
位
以
上

6
単
位
以
上

1
4
単
位
以
上

英
語
と
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー

シ
ョ

ン

2

単

位

以

上

2

単

位

以

上

(30)

２

単

位

以

上

２

単

位

以

上

(30)

(30)

(30)

2
0
単
位
以
上

4
4
単
位
以
上

(30)
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地域文化プロジェクトⅠ 3 120

地域文化プロジェクトⅡ 3 120

国語科教育法Ⅰ 2 30 30 ◎ ◎

国語科教育法Ⅱ 2 30 30 ◎ 〇

国語科教育法Ⅲ 2 30 30 ◎ 〇

国語科教育法Ⅳ 2 30 30 ◎ ◎

英語科教育法Ⅰ 2 30 30 ◎ ◎

英語科教育法Ⅱ 2 30 (30) ◎ ◎

英語科教育法Ⅲ 2 30 (30) ◎ ◎

英語科教育法Ⅳ 2 30 30 ◎ ◎

教職論 2 30 (30) ◎ ◎ ◎ ◎

教育原理 2 30 (30) ◎ ◎ ◎ ◎

教育心理学 2 30 30 ◎ ◎ ◎ ◎

教育課程論 2 30 (30) ◎ ◎ ◎ ◎

道徳の理論と指導法 2 30 (30) ◎ ◎

特別活動の指導法 1 15 (15) ◎ ◎ ◎ ◎

教育方法学 2 30 (30) ◎ ◎ ◎ ◎

教育相談 2 30 30 ◎ ◎ ◎ ◎

教育実習(3年次)事前事後指導 1 15 ● ● ● ●

教育実習(3年次)Ⅰ 2 80 (80) ■ ■ ■ ■

教育実習(3年次)Ⅱ 1 40 (40) □ □

教育実習(4年次)事前事後指導 1 15 15 ● ● ● ●

教育実習(4年次)Ⅰ 2 80 (80) ■ ■ ■ ■

教育実習(4年次)Ⅱ 1 40 (40) □ □

教職実践演習（中・高） 2 30 30 ◎ ◎ ◎ ◎

図書館情報学概論 2 30 30 ◎

図書館サービス概論 2 30 30 ◎

図書館制度・経営論 2 30 30 ◎

情報サービス論 2 30 30 ◎ ◎

情報サービス演習 1 30 30 ◎ ◎

図書館実習 2 60 ○

情報資源概論 2 30 30 ◎ ◎

情報資源組織論 2 30 30 ◎ ◎

情報資源組織演習Ⅰ 1 30 30 ◎ ◎

情報資源組織演習Ⅱ 1 30 30 ◎ ◎

情報メディアの活用 2 30 30 ◎

学校図書館論 2 30 30 ◎ ◎

学校図書館メディアの構成 2 30 30 ◎

学習指導と学校図書館 2 30 30 ◎ ◎

学校教育概論 2 30 30 ◎

日本語教育 2 30 (30)

日本語教授法 2 30 (30)

日本語教育演習 2 30 (30)

日本語教育実習 2 30

15

図
書
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に
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各
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等

教
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徳
、

総
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な
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等
の
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導
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践

日
本
語
教
育
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す
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目

(30)

卒業研究
120 6

単
位

6
単
位120

１ 卒業要件を満たすためには、「単位数」の項に定める必修単位数及び「卒業単位」の項に定める科目区分ごとの単位数を満たし、合計

124単位以上を履修しなければならない。ただし、科目区分「免許・資格科目」の単位については、卒業単位に含むことはできない。

２「日本語学演習Ａ」「日本語学演習Ｂ」の２科目は隔年開講とする。「古典文学演習Ａ」「古典文学演習Ｂ」の２科目、「近代文学演習Ａ」

「近代文学演習Ｂ」の２科目、「アジア文化研修計画」「アジア文化研修」の２科目についても同様である。

３ 国語の中学校教諭一種免許状を取得する者は、卒業要件を満たし、かつ、「資格の要件」の区分における◎印の必修科目および選択必修

科目（▲印の科目から2単位以上、●印の科目から１単位、■印の科目から２単位、□印の科目から１単位を含む）、○印の選択科目の計63単位

以上を修得しなければならない。

４ 英語の中学校教諭一種免許状を取得する者は、卒業要件を満たし、かつ、「資格の要件」の区分における◎印の必修科目および 選択必修科目

（●印の科目から１単位、■印の科目から２単位、□印の科目から１単位を含む）、○印の選択科目の 計65単位以上を修得しなければならない。

５ 国語の高等学校教諭一種免許状を取得する者は、卒業要件を満たし、かつ、「資格の要件」の区分における◎印の必修科目および選択必修

科目（▲印の科目から6単位以上、●印の科目から１単位、■印の科目から２単位を含む）、○印の選択科目の計60単位以上を修得しなければ

ならない。

６ 英語の高等学校教諭一種免許状を取得する者は、卒業要件を満たし、かつ、「資格の要件」の区分における◎印の必修科目および選択必修科目

（●印の科目から１単位、■印の科目から２単位を含む）、〇印の選択科目の計66単位以上を修得しなければならない。

７ 国語または英語の中学校一種免許状、高等学校一種免許状を取得する者は、上述の単位に加え、教職教員免許法第66条の6に定める科目の

単位として、「学部共通基礎科目」、「学科基礎科目」の◎印の必修科目および選択必修科目から計8単位以上を修得しなければならない。

８ 英語の中学校・高等学校教諭一種免許状を取得する者は、言語リテラシーの「総合英語Ａ～Ｄ」において2単位を超えて取得した単位を

「教科及び教科の指導法に関する科目」の単位に含めることができる。

９ 司書・学校司書・司書教諭資格を取得する者は、卒業要件を満たし、かつ、「資格の要件」の区分における◎印の必修科目を履修しなければ

ならない。司書資格を取得する者は、◯の科目の履修を強く推奨する。司書教諭資格を取得する者は、中学校教諭一種免許状（国語）・中学校

教諭一種免許状（英語）・高等学校教諭一種免許状（国語）・高等学校教諭一種免許状（英語）のいずれかを取得しなければならない。



１５４－１２ 

 

様式第１号（第２条関係） 

履修登録変更依頼書 

 

   年   月   日 

学科・系  

学籍番号  

氏名  

変更科目名  

曜日・限    曜日    限 

授業担当教員名  

履修登録内容 
（該当に〇をする） 

１．登録する   ２．登録を削除する 

変更理由  

授業担当教員承認欄 
（学生は記入しないこと） 

                

学務課処理欄 
（学生は記入しないこと） 

処理年月日   年   月   日 

処理担当者 ㊞ 

※履修登録変更期間は、教務日程を確認すること。 

  



１５４－１３ 

 

様式第２号（第１１条関係） 

 

 

追  試  験  願 

 

 

年   月   日    

 

 

 島 根 県 立 大 学 長  様 

 

 

                                                学籍番号 

 

                                                氏  名 

 

 

  下記の理由により試験を欠席したので、追試験を実施していただきますようお願いします。 

 

記 

 

 

 

授業科目名 

 

 

 

 

 

 

 

 

試験を受け

ることがで

きなかった

理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注１  試験を受けることができなかった理由は、具体的に記入すること。 

 注２  疾病の場合は、医師の診断書を添付すること。 

  注３  交通機関の突発事故等の場合は、事故証明書等を添付すること。 

 

  



１５４－１４ 

 

様式第３号（第１２条関係） 

 

 

再  試  験  願 

 

 

年   月   日    

 

 

 島 根 県 立 大 学 長  様 

 

 

                                                学籍番号 

 

                                                氏  名 

 

 

  下記授業科目について、再試験を実施していただきますようお願いします。 

 

記 

 

 

 

授業科目名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再試験の実

施を必要と

する理由 

 

 

 

 

 


